
 

 

 

城陽市東部丘陵地整備計画 

 

【概要版】 

 

 

 

 

 

 

 

平成 19 年５月 

 

城  陽  市 

 



    は じ め に 

 
城陽市東部丘陵地における山砂利採取は昭和

３０年代中頃から開始され、近畿圏の砂利供給の

中心を担ってきた反面、自然環境の荒廃化や景観

の悪化を招き、市民生活や本市のまちづくりに大

きな影響を与えてきました。現在、山砂利採取が

行われている一方で、城陽山砂利採取地整備公社が主体となり山砂利採取

跡地の埋戻し事業が日々進められているところであります。 

本計画は、平成８年度にまとめた東部丘陵地利用計画策定調査報告書を

基本とし、その後の社会経済情勢の変化や修復整備の状況を踏まえて、基

盤整備や土地利用計画の見直しを行いました。 

本計画の策定にあたっては、平成１８年１月に｢東部丘陵地整備計画検

討委員会｣を設置し、様々な検討をしていただいた委員会の報告をもとに、

広大な山砂利採取跡地を一体的に整備することは現実的でないことから、

早期に土地利用を図ることが可能な先行整備地区を設定した段階的な整

備を行うこと、また全体整備においては環境に配慮した複合的な土地利用

を模索すること、さらには第二名神高速道路（新名神高速道路）を活用し

た広域的な交流拠点機能などの土地利用の展開・誘導を目指すこととして

います。また、先行整備地区以外の将来土地利用については、山砂利採取

事業の継続状況や経済動向を見極める中で、その時代にあった柔軟な対応

をしていくこととしています。 
今後、事業の実現化に向けましては、その前段となる埋戻し事業におい

て、安定地盤の確保、また安心・安全かつ計画的な埋戻しの徹底を厳守し、

この計画が一日でも早く実現化するよう、地権者や関係機関等と協議を進

め、本市の長年の課題であった山砂利採取跡地を利用した活力あるまちづ

くりを早期に実現していきたいと考えます。 
 最後になりましたが、この計画の策定にあたりまして、大変ご尽力いた

だきました委員及び関係者各位に心からお礼申し上げます。 
 
   平成１９年（２００７年）５月        

                      城陽市長   橋本 昭男      
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序．計画の概要 
 

序－１ 計画策定の目的 

本計画は、平成８年度に実施された東部丘陵地利用計画策定調査の内容を基本とし、その後の

社会経済情勢や城陽市を取り巻く状況変化を鑑みて、必要に応じて基盤整備や土地利用の見直し

を行った上で、事業化に向けてその推進方策の検討を行い、東部丘陵地の利用を促進するにあた

っての実行計画を策定することを目的とする。 

この際、現状の修復整備状況を検証する中で物理的に早期に新たな土地利用を展開することが

可能な区域を抽出し、その区域の特性やポテンシャルに応じた土地利用を図ることとする。 

 

序－２ 計画対象地域 

計画対象地域については、東部丘陵地域の内、山砂利採取地及びその跡地の約 420ha のエリア

とする。 
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序－３ 計画策定フロー 
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１－２ 計画見直しの前提とすべき事象の整理 

１）城陽市・東部丘陵地の動向と課題 

    城陽市と東部丘陵地の動向を整理すると、城陽市･東部丘陵地では、下記のような課題がある。 

『城陽市は京都市近郊の住宅都市として発展してきたが、近年は人口減少傾向にあり、新たな

まちづくりが求められている。』 

『東部丘陵地の山砂利採取跡地では、基本方針に則った整備が要請されるが、近年の状況（住

宅需要の低下、第二名神高速道路の建設時期、搬入残土動向、地区内道路整備計画など）の

変化を踏まえた計画実現方策を検討していく必要がある。』 

 

＜城陽市･東部丘陵地の動向と課題＞ 

○ 城陽市では人口が減少傾向にあり、住宅需要は低いため、住宅開発は見込みにくい。 

○ 城陽市は、京都市への通勤・通学者が多く、京都市の郊外住宅地であるが、他の住宅都市と比

べたときに、魅力的な住宅開発、まちづくりが求められる。 

○ 城陽市に近接して関西学術文化研究都市があり、連携した企業誘致が求められる。 

○ 第二名神高速道路の今後の動向との調整が必要である。 

○ 城陽市を取り巻く情勢から、改めて都市の将来フレーム見直しが必要である。 

○ 山砂利採取跡地への環境回復のための搬入公共残土が減少している。 

○ 山砂利採取跡地の環境回復、防災対策、周辺地区でのダンプカー対策などが必要である。 

 

２）東部丘陵地を取り巻く状況変化と対応方向 

①．東部丘陵地を取り巻く状況 

東部丘陵地の利用計画の推進にあたって、計画策定時点から現時点までで変化した主な状況

を整理すると、次のようになる。 

ａ．整備推進への要請拡大 

 ・山砂利採取後の埋立状況から、新たな整備に着手できるような地盤高となってきたブロッ

ク（エリア）が生まれつつあり、東部丘陵地整備の実現に関して市民の関心が高まってき

ている。 

・良好な環境や安全な暮らしを望む市民からのダンプ公害の改善、東部丘陵地の環境回復・

防災対策、城陽市の活性化に向けた東部丘陵地の有効活用の要請は、以前にも増して高く

なりつつある。 

・山砂利採取関連事業者としても、埋立ての目途が見えてきたことから、新たな有効な資産

運用を望む意向が出てきている。 
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ｂ．第二名神高速道路の建設時期 

・東部丘陵地内を縦断する計画の第二名神高速道路の建設時期により、導入施設や基盤整備

の予定が大きく異なってくる。 

ｃ．大規模な住宅開発可能性の低下 

・少子高齢化の進行や近畿圏や近隣の住宅需要の動向から､城陽市での大規模な住宅開発は

見込みにくい。 

ｄ．環境回復・防災対策の遅れ 

・山砂利採取跡地への搬入土砂が減少傾向にあり、環境回復・防災対策への対応が当初計画

よりも遅れている。（近年は民間残土により搬入土砂量は回復している。） 

ｅ．経済状況の変化 

・バブル経済（景気）崩壊後、我が国の経済は長期にわたって低成長もしくはマイナス成長

が続いてきた。政府発表では、ここ近年回復の兆しがみられるとのことであるが、まだま

だ、個人消費の面においても、また、企業の設備投資の面においても、充分な回復がみら

れていない。 

・新市街地開発においては、当該地区の特性を踏まえた導入機能の厳選と、導入機能の充分

な需要予測のもと、適正規模の開発を、段階を追って進めることが肝要である。 

 

②．諸状況への対応方向 

東部丘陵地を取り巻く状況変化に対しては、次のような方向での対応が考えられる。 

・当面の山砂利採取跡地の環境回復や部分・先行的な土地利用転換の検討を推進する必要が

ある。 

・第二名神高速道路が将来的に開通することを睨みながら、第二名神高速道路開通以前の土

地利用計画の立案も念頭に置く必要がある。 

・将来的な土地造成計画に配慮しながら、環境回復・防災対策を検討する必要がある。 

・大規模な住宅需要は見込みにくいため、地域の活性化に資する複合的な機能の誘導・開発

を検討する必要がある。 
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１－３ 計画の見直しの方向性の設定 

東部丘陵地利用計画(平成 8年度)策定後の諸条件の変化を踏まえ、次のような方向で計画の見直

しを行う。 

【方針１】段階的整備 

下記３点の理由から東部丘陵地全体の整備を段階的に進めることを前提として見直しを

行う。 

・低経済成長から脱しきれていない現状では、東部丘陵地全体を同時に利用する土地需要

は見込みにくい。 

・埋立事業による計画地盤高達成状況の差異により、地権者（山砂利採取関連事業者）側

の新たな資産運用に対する思いに温度差がある。 

・第二名神高速道路の開通前後で、土地需要に変化が想定される。 

【方針２】環境回復・防災対策の早期実現化 

段階的整備の中で先行的整備地区の整備が進むことにより部分的にも山砂利採取跡地の

イメージを変化させるとともに、暫定利用も誘導し、市民の整備要請・関心の高まりに対応

していく。 

【方針３】複合的な土地利用の模索 

少子高齢化の進行や近畿圏や近隣の住宅需要の動向から、城陽市での大規模な住宅地需要

は見込みにくく、地域の活性化、広域的な交流、高齢化社会対応等の視点で、導入機能を見

直し、複合的な土地利用形態を模索する必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図  東部丘陵地の利用計画見直し検討の枠組み 

◆ 東部丘陵地を取巻く条件の変化 

① 整備推進への要請拡大（市民、事業者） 

② 第二名神高速道路の建設時期 

③ 大規模な住宅開発可能性の低下 

④ 環境回復・防災対策の遅れ 

⑤ 経済状況の変化 

◆ 利用計画の見直しの方針 

【方針１】段階的整備････････････････････････上記①②⑤に対応 

【方針２】環境回復・防災対策の早期実現化････上記①④に対応 

【方針３】複合的な土地利用の模索････････････上記③に対応 
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２．土地利用（導入機能）の見直し 
 ２－１ 東部丘陵地の地区特性 

東部丘陵地は城陽市東部に広がる 420ha という広大なエリアであり、立地条件、第二名神高速

道路との関わり、地権者の事業継続意向、埋戻し事業の進捗等々で様々な差異がある地区の複合

体である。 

そこで、地区特性に応じて、下記のようなゾーン設定を行い、将来の土地利用（導入機能）に

ついて検討していくこととする。 

表 東部丘陵地のゾーン設定 

 地 区 特 性 

長池地区 

・既成市街地に最も近く、木津川右岸運動公園や既存集落に隣接 

・JR 長池駅より１～1.7km 圏 

・第二名神高速道路に接しているが、直接的な結びつきは小さい。 

・埋戻し事業により計画地盤高が達成されつつある。 

中間エリア 

・第二名神高速道路計画地に隣接 

・地区内の開発に当たっては、東部丘陵地内及び市域全体の東西方向の幹線道

路の形成が望まれる。 

・府道山城総合運動公園・城陽線等の既存道路に接道する飛び地も含まれる。

・当面、山砂利採取及び関連事業の継続意向が強い地権者が多い。 

北部 

・城陽市の既成市街地との結びつきは小さい（両者を結ぶ幹線道路も皆無） 

・立場林道により宇治市、宇治田原町等の隣接市町村と連絡している。 

・立場林道により既存スポーツ施設への接近性が比較的高い。 

・埋戻し事業により計画地盤高が達成されつつある。 
青谷

地区 

南部 

・城陽市の既成市街地との結びつきは小さい（両者を結ぶ幹線道路も皆無） 

・国道 307 号により京田辺市、井手町、宇治田原町等の隣接市町村と連絡して

いる。 

・第二名神高速道路宇治田原 IC の隣接地となる。 

・埋戻し事業により計画地盤高が達成されつつある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 東部丘陵地の広域的な位置
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 ２－２ 土地利用計画の全体基本方針 

土地利用（導入機能）計画の全体的な基本方針を以下のように設定する。 

 

【方針１】段階的整備 

◎東部丘陵地全体を一体的に整備することは現実的でないため、段階的に整備する。 

 

◎先行整備地区の設定 

・先行整備地区は､埋戻し事業により計画地盤高が達成されつつある長池地区と青谷地区と

する。 

長池地区：既成市街地に近く､JR 長池駅の接近性から､先行的に整備を進めることによ

り､山砂利採取跡地の転換を目指す｡(10 年以内の完成･土地利用を目途） 

青谷地区：第二名神高速道路宇治田原 IC や隣接市町村への接近性から先行投資的な用

地需要の発生を期待する。（20 年以内の完成・土地利用を目途、第二名神以

南は 10 年以内の完成・土地利用を目途） 

 

◎段階的整備の前提条件は下記のとおりとする。 

  ・第二名神高速道路は、10 年後で工事中、20 年後には完成。但し、城陽 JCT･IC⇔八幡 IC

間は、2016年度（10年以内）に完成 

  ・東部丘陵地全体の骨格道路となる（仮称）北幹線は 10 年後に、（仮称）南北幹線は 20 年

後に全線完成を目標に努力する。 

城陽市域の中でも、国道 307 号の山城大橋⇔国立病院機構南京都病院は、国道 24

号の山城大橋⇔JR 長池駅付近とともに、最大の交通ネック区間となっている。こう

した状況の中で、後述するように、城陽市中心部や国道 24 号沿道市街地からのアク

セスを現状では国道 307 号に頼らざるを得ない青谷地区を先行整備地区として整

備・開発していく上では、（仮称）北幹線の整備が必要不可欠と考える。（北幹線が整

備されれば、国道 24号を南下してくる交通と国道 307 号を西進してくる交通は、ネ

ック部を経由せずに、青谷地区や長池地区にアクセス可能となる。） 
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図 城陽市域内の交通ボトルネック区間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 第二名神高速道路の計画概要 

 

文化パルク城陽

城陽駅

国立療養所
南京都病院

青谷小

南城陽中

山城青谷駅

富野小

今池小

西城陽高
富野荘駅

西城陽中

寺田西小

寺田駅

久世小

城陽中

深谷小

城陽高

久津川駅

久津川小

北城陽中

古川小

青谷梅林

鴻ノ巣山運動公園

城陽カントリークラブ

東城陽ゴルフ倶楽部

長池駅

0

八幡城陽線

国道２４号

富野荘八幡線

内里城陽線

城陽市役所 

  

山城大橋   

城陽 JCT･IC 

八幡 JCT･IC
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【方針２】環境回復・防災対策の早期実現化 

◎暫定利用の促進 

・土地利用がなされるまでは､各地権者による暫定利用を促すこととし、さらに、中間エリ

アの（仮称）北幹線、（仮称）南北幹線沿道については、幹線道路を活用した暫定利用を

促していく。 

 

◎公園・緑地等の創出・保全 

・各地区の開発整備に当たっては、都市計画法、土地区画整理法、林地開発許可基準､工場

立地法等の法令に基づき、公園・緑地の創出・保全に努めるとともに、地区内を縦貫する

長谷川については、沿川を含め現況の自然環境を保全する。特に、林地開発許可基準に基

づき、外縁部に概ね幅 30ｍの造成森林を配置するとともに、１区域が 20ha 以下となるよ

うな位置に概ね幅 30ｍの造成森林を配置する。 

・まちの魅力向上のためには､緑豊かな街並みや工業団地をアピールすることも重要であり､ 

この意味からも上記法令に基づく指導・誘導を図ることとするが、この指導・誘導の効果

を高める観点から、比較的ロット（区画）の大きな開発を目指すこととする。 

 

◎開発時の環境配慮 

 ・雨水排水については、造成に伴う流出増分を地区内に設置する調整池で流量調節後､青谷

川もしくは長谷川に流下させるとともに、貯留浸透施設の設置を指導・誘導することによ

り、現況流量の確保・維持に努めることとする。 

 

【方針３】複合的な土地利用の模索 

◎基本的には、市民に還元できる土地利用として、複合機能開発を目指し、具体的機能として

は、住宅、産業（工業、流通、研究・研修）、福祉、レクリエーション等の機能の他、第二

名神を活用した広域的な交流、防災機能を想定する。 

 

◎先行整備地区：現時点で一定の用地需要が見込まれる産業系を中心とし、併せて、従業者用

の住宅地の確保も視野に入れる。 

 

◎その他の地区（中間エリア）：第二名神高速道路を活用した広域的な交流拠点機能や地域振

興に資する産業系を中心とした土地利用の展開・誘導を目指す。 
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 ２－３ 地区別の土地利用方針等 

  １）先行整備長池地区：約 35ha 

   ①．土地利用（導入機能） 

現時点で一定の用地需要が見込まれる工業系を中心とし、併せて、職住近接のまちづくり

という観点から、従業者用の住宅地も確保する。 

また、少子・高齢化社会への対応として、既存の福祉施設との連携を視野に入れて、福祉

施設の誘導を模索する。 

    ａ．工業ゾーン 

需要に対して不足している京都府南部地域の工業機能誘導地として活用する。 

既成市街地や既存集落に近接している立地条件であるため、周辺環境への負荷を考慮し

て、比較的小区画を想定する。 

⇒工業団地、ファクトリーパーク 

長池地区に関しては、比較的小区画の工業地形成を想定していることから、地域経済へ

の波及効果の大きい、｢印刷・同関連産業｣、｢電気機械器具製造業｣、｢電子部品・デバイ

ス製造業｣等、労働集約型で生産性が高い業種をターゲットにしていくことが望ましいと

考える。 

また、社会経済情勢の変動に関わり無く需要のある｢食料品製造業｣は常にターゲットに

すべきと考える。 

 

また、関西学術研究都市で育ったベンチャービジネスは３年経過すると転出することに

なっており、宇治市の京都フェニックスパーク内の新産業振興施設（貸しインキュベーシ

ョン施設）に立地している。このインキュベーション施設も７年間で転出する契約となっ

ており、孵化（事業化）した企業等の受け皿地としての活用も現実的と考える。 

⇒研究開発型工業団地、研究支援産業団地 

さらに、研究開発型工業団地、研究支援産業団地のイメージとしては、京都試作ネット

を構成する企業の集合体のようなものも考えられる。 

 

    ｂ．住宅ゾーン 

職住近接のまちづくりという観点から、工業ゾーン立地企業の従業員用を中心とした住

宅地を配置する。 

住宅ゾーンの規模については、工業ゾーンの３～４割を目安とする。 

 

    ｃ．福祉ゾーン 

少子・高齢化社会への対応として需要が高まると想定される福祉系施設の誘導ゾーンを

設定する。既存の福祉施設との連携を視野に入れ、同施設の隣接地に、住宅ゾーンととも

に配置する。 
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具体的機能としては、下記の地域福祉推進施設等を想定する。 

○地域福祉推進施設： 

隣接する福祉などとの連携を図り、地域福祉の機能の高度化を図るとともに、ホー

ムヘルパーやボランティアなどの養成・派遣や、医療・保健・福祉を統括するセン

ター施設 

なお、福祉ゾーンの配置には交通弱者に対する対策を併せて実施することが不可欠とな

る。このため、最寄駅である長池駅の改良（バリアフリー化）、バスルートの設定、バス

停留所からの歩行環境の整備について取り組んでいくこととする。 

 

   ②．アクセス機能 

当該地区へのアクセスは、下記のように想定する。 

なお、最寄駅となる長池駅に向けては、アクセス道路の整備に応じて、路線バスの運行が

望まれるところである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注：距離は図上計測、所要時間は平均時速 30km として算出。 

950m、２分 110m、０分 

長 池 地 区

860m、２分 420m、１分 

360m、１分 1,720m、３分

350m、１分 

330m、１分 

930m、２分 

城陽 JCT･IC城陽駅等 

国道 24 号 府道城陽宇治線 

府道山城運動公園城陽線

(都)東城陽線 

(仮称)北幹線 

長池駅

長池駅木津川右岸運動公園線 

地区内道路（長池地区東端）

(都)東城陽線 (都)東城陽線 
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  ２）先行整備青谷地区：約 120ha 

   ①．土地利用（導入機能） 

一定の用地需要が見込まれる産業系を中心とした土地利用を展開するものとし、第二名神

高速道路の宇治田原 IC 周辺部には、その立地特性を活用した流通ゾーンを、その北部には

工業ゾーンを、さらに、地区北東端には、静かで豊かな自然環境を指向する研究・研修ゾー

ンを配置する。 

なお、職住近接のまちづくりという観点からは、従業員用住宅地の配置も望まれるところ

ではあるが、当地区は城陽市の市街地や集落から離れた場所にあるため、周辺市街地から通

勤してくることを前提とする。 

    ａ．流通ゾーン 

一般的に流通（物流）系機能は、｢域内配送センター｣、｢中継輸送型広域配送拠点｣、｢物

流発生源型広域発送拠点｣、｢国際物流拠点｣に分類できるが、インターチェンジ周辺の立

地を生かした物流拠点としては、｢域内配送センター｣と｢中継輸送型広域配送拠点｣が該当

する。 

なお、工業ゾーン立地企業の業種によっては、｢物流発生源型広域発送拠点｣として機能

することも考えられる。 

・域内配送センター（卸売団地）：地域外からの貨物を地域内へ配送する拠点 

・中継輸送型広域配送拠点（ﾄﾗｯｸﾀｰﾐﾅﾙ）：交通の結節点などに位置し、各地方からの貨

物を集め、仕分けし、方面別に輸送する拠点 

・物流発生源型広域発送拠点：製品を出荷する工場等に隣接し､広域的な市場への発送

を主とする拠点 

但し、10 年後では第二名神高速道路の宇治田原 ICの開設は見込めないことから、その

時点では｢域内配送センター｣として機能し、20 年後に第二名神高速道路が全線開通した

時点では、京阪神大都市圏の東の玄関口にあたる（宇治田原 IC は京都府域で最も東に位

置する IC）ことから、｢中継輸送型広域配送拠点｣を中心として機能していくものと想定

される。（時系列的に性格が変化する。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 年後 

域内配送センター 

第二名神高速道路全線開通 

中継輸送型広域配送拠点 

域内配送センター 

物流発生源型広域発送拠点 

工業ゾーン形成 

20 年後 
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    ｂ．工業ゾーン 

長池地区に続く、京都府南部地域に不足する工業機能誘導地として活用する。 

用地規模、広域交通条件への接近性から、比較的大区画を想定する。 

⇒工業団地、ファクトリーパーク 

青谷地区に関しては、比較的大区画の工業地形成を想定していることから、｢飲料・た

ばこ・飼料製造業｣、｢木材・木製品製造業｣、｢窯業・土石製品製造業｣等の大用地型業種

をターゲットにしていくことが望ましいと考える。 

また、社会経済情勢の変動に関わり無く需要のある｢食料品製造業｣は常にターゲットに

すべきと考える。 

 

    ｃ．研究・研修ゾーン 

研究・研修ゾーンについては、工業・流通ゾーン立地企業や宇治市・宇治田原町立地企

業の研究・研修機能の集積を目指すものとする。研究・研修機能の立地候補地が至近距離

にあることは、工業・流通ゾーンの企業誘致にも有利に作用するものと考える。 

⇒ビジネスパーク、リサーチパーク 

研究・研修機能は、静かで豊かな自然環境を指向することから、地区北東端に配置する。

当該エリアは、青谷地区の表玄関からは最奥部に位置するため、工業・流通ゾーン関連交

通の影響を受けずにすむ一方で、立場林道にて、宇治市や宇治田原町に円滑に至ることが

出来、普通・小型車による都市的サービスへの接近性は比較的高い。 

さらに、立場林道沿道には、くつわ池自然公園、府民スポーツ広場、山城総合運動公園

等々が位置しており、厚生施設として活用することも可能である。 

研究・研修ゾーンの具体的導入機能としては下記のものが考えられる。 

○情報処理（ＩＴ）部門 

  ・電算センター  ・事務センター  ・情報センター（バックアップセンター） 

  ・ソフトウェア開発センター 

○人材育成・厚生部門 

  ・研修センター  ・技能訓練センター  ・保養所 

○研究・開発部門 

  ・応用・開発研究所（企業研究所、公立試験研究機関）  ・試作開発センター 
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   ②．アクセス機能 

当該地区へのアクセスは、下記のように想定する。 

10 年後時点では、第二名神高速道路が開通していないことから、青谷地区以西の国道 307

号への交通負荷が懸念されるが、この時点の導入機能は流通系であり、発生集中交通は 24

時間に分散され、かつ、用地規模に比べて従業員数は少なく、通勤交通で渋滞を助長すると

いった影響も小さいと想定できる。 

さらに、（仮称）北幹線の整備を予定するとともに、青谷地区の住居連担地区を迂回する

バイパス整備が京都府により計画されており、これらの道路が開通すれば、国道 307 号沿道

既往集落の住環境は改善されることとなる。 

20 年後時点では、青谷地区北部に工業団地が形成され、現況の宇治田原工業団地への通

勤交通と同じ時間帯に多くの交通が発生・集中することになるが、（仮称）北幹線に加え、

第二名神高速道路が全線開通することにより、国道 307 号の交通渋滞は抜本的に改善される

こととなる。 

なお、青谷地区全体の土地利用は流通、工業、研究・研修機能であることから、アクセス

道路の整備がなされれば、バス等の公共交通機関の整備は必要ないものと考える。（各企業

もしくは企業共同の送迎バスの運行を期待） 

 

 

 

 

 

17



 

10 年後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 年後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

注：距離は図上計測、所要時間は平均時速 30km として算出。 

 

930m、２分 

130m、０分 

10,870m、22 分

8,620m、17分

6,770m、14分

3,880m、８分

350m、１分 

330m、１分 

1,720m、３分 

1,920m、４分 1,720m、３分

590m、１分 

1,880m、４分 

130m、０分 

390m、１分 830m、２分 

1,320m、３分 3,710m、７分 

150m、０分 

3,880m、８分 

350m、１分 

330m、１分 

930m、２分 

信楽 IC 草津田上 IC

一般道路

国道 422 号

国道 307 号

城陽 JCT･IC 

国道 24 号 

青谷地区南部

宇治田原 IC 

国道 307 号

城陽 JCT･IC 

国道 24 号

青谷地区南部 

府道山城運動公園城陽線 

(都)東城陽線 

(仮称)北幹線 

城陽駅等 

府道城陽宇治線 

宇治田原町 

立場林道

地区内道路

宇治市 

青谷地区北部 

府道山城運動公園城陽線 

(都)東城陽線 

(仮称)北幹線 

国道 307 号

(仮称)北幹線 

地区内道路 

地区内道路 

立場林道 

国道 307 号 

(仮称)北幹線 

24,430m、49 分

国道 307 号 
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３）中間エリア 

  ①．土地利用（導入機能） 

中間エリアについては、第二名神高速道路を活用した広域的な交流拠点機能や地域振興に

資する産業系を中心とした土地利用の展開・誘導を目指していく。 

ａ．広域交流防災ゾーン 

第二名神高速道路との連携を視野に入れた広域的な土地利用を目指し、防災施設や商業、

公的サービス機関を取り入れた土地利用を誘導する。 

東部丘陵地という新しい街の従業者・居住者・通学者の日常的な公的サービス・商業サ

ービスを担う地区として、東部丘陵地全体の中央部に位置づける。 

また、国土開発幹線自動車道である第二名神高速道路に隣接する位置的ポテンシャルを

活かし、水防活動指令センター、防災関連情報提供、避難場所、救急医療といった機能を

もつ防災施設の誘導も視野に入れておく。 

さらに、サービスエリアとの連携を模索すると、第二名神高速道路利用者（車）の利用

も念頭に置いた広域商業機能・地域情報発信機能、高速バスターミナル機能の導入も想定

できる。 

具体的導入機能としては下記のものが考えられる。 

○日常的な公的サービス機能 

  ・市役所出先機関   ・警察・消防出先機関   ・郵便局   ・公園 

○日常的な商業サービス機能 

  ・ショッピングセンター      ・ホームセンター 

○防災機能（広域防災センター、防災ステーション） 

  ・水防活動指令センター      ・防災関連情報室 

  ・防災訓練場（避難場所）     ・防災資機材備蓄倉庫 

○広域拠点機能（サービスエリアとの連携が前提） 

  ・広域型ショッピングセンター   ・アウトレットモール 

  ・オートモール 

  ・地域情報館・物産館       ・高速バスターミナル 

ｂ．産業系ゾーン 

近未来の成長産業と目される新エネルギー、環境創造、ロボット開発、バイオ産業、農

業関連（ex.梅林の梅等の加工、新たな農業系特産物の加工）等の集積を目指す。 

⇒ファクトリーパーク、研究開発型工業団地、研究支援産業団地 

立地条件として豊かな自然環境を志向する研究・研修・教育施設の導入を目指す。 

⇒リサーチパーク、高等教育機関 

19



 

   ｃ．住宅ゾーン 

全国的な少子高齢化、人口減少の進展が予測されている中、当該地の立地条件から、い

わゆる通勤・通学者がいる世帯の一般住宅を誘導していくことは現実的ではない。 

一般市街地とはある意味隔絶した空間であり、また、高台に位置することを鑑み、豊か

な自然の中でゆとりのある生活（スローライフ）を求める人たち向けの多様なニーズに対

応した魅力的で特色のある住宅地を誘導し、新たな街の形成を目指していくこととする。 

⇒別荘的戸建て住宅、菜園付き住宅 

住宅ゾーンの配置は、中間エリアの南北方向の中央部とし、東西方向については、第二

名神高速道路のサービスエリアとの接近を避けて東（青谷地区）側とする。 

用地規模は、約 25ha程度を想定し、計画戸数は 450 戸程度とする。 

公共用地率＝30％、戸当たり敷地規模＝400 ㎡ 

250,000 ㎡ （１－0.7） 400 ㎡/戸＝437.5 戸 

ｄ．福祉ゾーン 

隣接する福祉・医療施設（下記）などとの連携を図った土地利用を目指す。 

【隣接する既存福祉・医療施設】 

・府立心身障害者福祉センター附属リハビリテーション病院 

・府立城陽障害者高等技術専門校 

・府立身体障害者更生相談所 

・城陽勤労身体障害者教養文化体育館 

・城陽養護学校 

・独立行政法人国立病院機構南京都病院 

・社会福祉法人青谷学園（知的障害者の更生・授産施設等） 

・ビィラ城陽（社会福祉法人青谷福祉会 軽費老人ホーム） 

上記の既存施設の状況から、導入機能の候補としては以下のものが想定されるが、当該

地区の開発時期からして、既存施設が老朽化し、改築に際して、用地規模的にも環境面で

も条件がより良い福祉ゾーンに集約移転してくることも考えられる。 

なお、住宅ゾーンやレクリエーションゾーンの農地空間等が身体障害者の更生の場とし

て活用されることも期待できる。 

≪導入機能候補≫ 

    ○総合福祉施設 

     ・福祉人材情報施設：社会福祉活動に従事する人材の確保と福祉情報の収集・提供等 

     ・社会福祉研修施設：福祉従事者､ボランティア等に対する高度な研修や福祉ニーズに

あった研修の実施 

     ・長寿社会施設：高齢者の生きがいづくり・社会参加の支援 

     ・ボランティア施設：ボランティア活動の活性化促進 

     ・福祉活動支援施設：福祉関連団体活動の支援 
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     ・総合保健施設：検診センター、成人病センター、精神保健センター（心のケアの支援

等）、障害者・高齢者歯科保健センター（特殊な技術と管理を必要と

する障害者・高齢者の歯科治療） 

    ○生涯学習施設 

高齢者や障害者の学習意欲や余暇活動に応えるとともに、生涯学習に携わる人々が情

報交換や交流を気軽に行えるような場・空間 

なお、福祉ゾーンの配置には交通弱者に対する対策を併せて実施することが不可欠とな

る。このため、最寄駅である山城青谷駅の改良（バリアフリー化）、バスルートの設定、

バス停留所からの歩行環境の整備について取り組んでいくこととする。 

また、既往市街地から離れた立地となるため、進出企業等の協力も得ながら、地域ぐる

みで防犯対策に取り組んでいくことも必要と考える。 

ｅ．レクリエーションゾーン 

上記のゾーンを取り囲むように、緩衝機能も兼ねたレクリエーション・農業系機能等の

誘導・整備を目指す。 

特に、城陽市の特産物である梅やお茶を素材にした生産機能を併せ持つレクリエーショ

ン機能の誘導や新たな特産物創造の場として活用することも一つの柱とする。 

具体的な導入機能としては、下記のものが考えられる。 

○ファミリーレジャー施設 

○アドベンチャーパーク（フィールドアスレチックス） 

○エコロジーパーク 

○観光・市民農園（クラインガルテン） 

○森林公園・墓地公園・農業公園 

○花木園、梅林（青谷梅林の新名所）、茶畑 

特に、飛び地等については、隣接・近接するスポーツ施設（府立山城総合運動公園、宇

治市植物公園、東城陽ゴルフ倶楽部、城陽カントリークラブ、鴻ノ巣山運動公園、青少年

野外活動総合センター）と連携を図った土地利用の展開を誘導し、京都府南部の一大スポ

ーツ・レクリエーションエリア形成の一翼を担う整備を目指す。 
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②．アクセス機能 

    10 年後：東部丘陵地の東西を結ぶ基幹道路として、（仮称）北幹線を先行的に整備する。

これにより、沿道における暫定利用を誘導する。 

    20 年後：中間エリアの中央部付近に、（仮称）北幹線と国道 307 号とを結ぶ南北道路を整

備する。これにより、国道 307 号の山城大橋方面への交通利便性の向上を図るとと

もに、沿道における暫定利用の促進を図っていく。 

    将 来：将来土地利用の街区を形成する道路網として、東西方向に３路線、南北方向に６路

線の道路網（上記２路線を含む）を構築する。 

住宅ゾーン等から既成市街地へのアクセスについてはバスの運行が不可欠であり、

現行の路線バスルートの変更や延伸について検討すべきであると考える。併せて、

コミュニティーバスの導入の必要性も検討する。 

なお、産業系ゾーンの通勤・通学機能としては、企業等の送迎バスの運行もしくは

住宅ゾーンのコミュニティバスへの運営参画を想定する。 

※コミュニティーバス 
市区町村などの自治体が住民の移動手段を確保するために運行する路線バスである。市

街地などの交通空白地帯において公共交通サービスを提供するもののほか、市街地内の

主要施設や観光拠点等を循環する路線などのさまざまなタイプが あり、従来の乗合バ

スを補う公共交通サービスとして全国的に急速に導入され、そのサービスは、その後一

部のバス事業にも採用されている。 

地元のバス会社に実際の運行を委託するなどし、必要に応じ自治体側が経済的な支援を

行うのが一般的である。 
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２－４ 導入機能・計画フレームのまとめ 

◎先行整備長池地区：約 35ha 

・開発時期･･･造成：10 年以内、土地利用：10年以内 

 計画方針、計画内容 導入施設例 

工 業ゾー ン 

約 22ha 

・京都南部の工業機能誘導地 

・ベンチャービジネス等の受け入れ地 

（比較的小区画を想定）

・ファクトリーパーク 

・研究開発型工業団地 

・研究支援産業団地 

住 宅ゾー ン 

約 9ha 

・上記の従業者用住宅 

公共用地率＝30％、戸当たり敷地規模＝100 ㎡ 

計画戸数＝630 戸 

・戸建て住宅地 

（工業地規模の３～４割）

福 祉ゾー ン 

約 4ha 

・少子・高齢化社会への対応として需要が高ま

ると想定される福祉系施設の誘導ゾーン 

・地域福祉推進施設 

 

 ◎先行整備青谷地区：約 120ha 

・開発時期･･･第二名神以南･･造成：10 年以内、土地利用：10年以内（約 44ha） 

       第二名神以北･･造成：20 年以内、土地利用：20年以内（約 76ha） 

 計画方針、計画内容 導入施設例 

流 通ゾー ン 

約 51ha 

・インターチェンジ周辺という立地条件を活か

した物流拠点として、｢域内配送拠点｣、｢中継

輸送型広域配送拠点｣の形成を図る。 

・工業ゾーン立地企業の業種によっては、｢物流

発生源型広域発送拠点｣として機能すること

も想定。 

・配送センター 

・トラックターミナル 

 

工 業ゾー ン 

約 52ha 

・京都南部に不足する工業機能誘導地とする。

（比較的大区画を想定）

・ファクトリーパーク 

研 究・研 修 

ゾ ー ン 

約 10ha 

・関西文化学術研究都市との連携も考慮し、隣

接する工業機能関連の研究・研修機能の導入

を図る。 

・近隣市町に立地する企業の進出も視野に入れ

る。 

・ビジネスパーク 

・リサーチパーク 

そ の 他 

約 7ha 

・レクリエーションゾーン  
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 ◎中間エリア 

・開発時期･･･造成：20 年後以降、土地利用：20 年後以降 

 計画方針、計画内容 導入施設例 

広 域 交 流 

防 災ゾー ン 

・第二名神高速道路との連携を視野に入れた広

域的な土地利用を目指し、防災施設や商業、

公的サービス機関を取り入れた活用を目指

す。 

・広域防災センター 

・(広域型)ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 

・郵便、消防、警察等の公

的サービス機関 
・高速ﾊﾞｽﾀｰﾐﾅﾙ  等 

産 業 系 

ゾ ー ン 

・近未来の成長産業と目される新エネルギー、

環境創造、ロボット開発、バイオ産業、農業

関連等の集積を目指す。 
・立地条件として豊かな自然環境を志向する研

究・研修・教育施設の導入を目指す。 

・ファクトリーパーク 

・研究開発型工業団地 

・研究支援産業団地 

・リサーチパーク 

・高等教育機関 

住 宅ゾー ン ・豊かな自然の中でゆとりのある生活を求める

人たち向けの多様なニーズに対応した魅力的

で特色のある住宅地を誘導し、新たな街の形

成を目指す。 

（約 25ha、公共用地率＝30％、戸当たり敷地規

模＝400 ㎡、計画戸数＝450 戸） 

・戸建て住宅地 

・別荘的戸建て住宅地 

・菜園付き住宅地 

福 祉ゾー ン ・隣接する福祉・医療施設などとの連携を図っ

た土地利用を目指す。 

・総合福祉施設 

・地域福祉推進施設 

・生涯学習施設 

レクリエーシ

ョ ンゾー ン

（農業系土地

利用を含む） 

・上記のゾーンを取り囲むように、緩衝機能も

兼ねたレクリエーション・農業系機能等の誘

導・整備を目指す。 

・隣接するスポーツ施設や農地などと連携を図

った土地利用の整備を目指す。 

 

・ファミリーレジャー施設

・アドベンチャーパーク 

・エコロジーパーク 

・観光・市民農園 

・森林公園・墓地公園・農

業公園 

・花木園・梅林・茶畑 

 

｢第３次城陽市総合計画｣においては、“日本の総人口も平成 18年をピークに減少局面に転じ

るなか、子育てしやすい環境づくりや住み替え需要などに対応したまちづくりなどにより若年層

の定着を促進するとともに、活発な地域活動を発展させた内発型の産業や立地特性を活かした産

業集積など多様な産業政策やまちづくり政策を展開することにより、一定の人口規模を確保し、

維持することを目指す。”としており、平成 17 年の国勢調査人口 81,636 人に対し、平成 28 年

の目標人口を 90,000 人と設定し大きな人口増加を見込んでいない。 

そこで、東部丘陵地整備計画の先行整備地区においては、産業集積の場を確保することを第一

義的な目的とし、住宅地については、工業ゾーンの従業者用住宅としての必要規模を確保するに

とどめている。 
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３．土地利用計画の立案 
｢２．土地利用（導入機能）の見直し｣に即して土地利用計画図を作成すると次頁のようになり、

先行整備地区の土地利用面積は下表に示すとおりとなる。 

 

表 先行整備地区の土地利用面積 
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４．基盤施設整備計画の見直し 

４－１ 造成計画 

１）計画地の地盤 

①．造成上の留意点 

造成計画上、下記のような盛土地盤への対応に留意しなければならない。 

・山砂利採取跡地で、採取跡に公共残土等の受け入れにより平坦に修復されてきた地盤 

・沈殿池・沈砂池跡地で洗浄ヘドロや掘削廃土により埋め戻された地盤 

これらの盛土地盤については、宅地としての地盤性状に留意することとして、跡地利用を

図るうえでは、盛土地盤対策工の検討が重要となる。 

今後、詳細な設計を進めていく上では、宅地の良好な品質確保を目的に、４）に示す宅地

性能等を目指した対策が必要となる。 

 

②．造成計画高の設定 

造成計画検討においては、下記の点を基本的な考え方とした。 

・宅地計画高については、東部丘陵地利用計画、第二名神高速道路計画、公共残土等の受

け入れによる埋戻し事業の進捗、排水先となる河川の底高等を勘案して設定した。 

・各街区が大規模であることから､宅地計画高が部分的に道路より低くなる場合も可とし

た。 

・道路計画高については、各調整池への自然流下が可能となるよう配慮した。 

・道路の下法は道路用地とはせず、宅地用地とした。 

・街区を分割する場合は、各地権者（進出者）によって造成・追加道路を整備することを

前提とした。 

・計画地盤高までの盛土粗造成は埋戻し事業にて実施することとした。 

 

２）造成法面形状 

造成法面の形状については、「宅地防災マニュアルの解説」から、下表を標準断面とする。 

 

表 法面形状 

 切土法面 盛土法面 備 考 

勾 配 1:1.5 1:1.8  

小 段 

5m毎に1.5m以上の小段

を設置 

15m 毎に 3.0m 以上の小

段を設置 

5m毎に1.5m以上の小段

を設置 

15m 以上は高盛土とな

り、別途検討 
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なお、長大法面となる場合は下図のとおり、高さ 15ｍに１カ所の幅３ｍの小段を設けるこ

ととする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３）土量計算 

当該地区を 100ｍメッシュに区分し、点高法により土量を算出した。この結果を下表に示す。 

 

表 土量計算計算結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.0m 

1.5m 

3.0m 

15.0m 
現況・ 

段切工 
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４）地耐力の検討 

①．宅地造成地盤の性能目標 

宅地造成地盤の性能目標については、「宅地造成地盤性能評価基準（案） 平成 13年９月 

都市基盤整備公団」を参考とする。 

 

 

 

 

宅地造成地盤の性能については種々の評価項目があるが、建築物の荷重を支持する基盤で

あるという観点から考えれば、許容地耐力の大きさが最も重要な項目となる。 

日本建築学会では、地盤が荷重を支持する性能のことを｢地耐力｣と表現している。｢地耐

力｣とは、地盤の応力度と沈下量の両方の要素を含んだ概念であり、地盤の荷重支持に対す

る性能を１つの単語で表現しようとしたものである。具体的に言えば、許容応力度載荷時に

許容沈下量を満足していれば、許容地耐力＝許容応力度となる。仮に満足していない場合に

は、許容沈下量を満足する応力度の限界値が許容地耐力となる。これらの関係は以下のよう

に示される。 

            強度－応力度－許容応力度 

地盤                ⇒ 許容地耐力 

    変形－沈下量－許容沈下量 

宅地造成地盤の性能目標は、許容地耐力のうち、許容応力度で規定する。これは、完成宅

地地盤が既に盛土及び建築物荷重による圧密沈下対策が施されていることを前提としてい

る。 

なお、「小規模建築物基礎設計の手引き 日本建築学会」では、許容地耐力の目安値を下

表のように定めている。 

表 必要な許容地耐力の目安 

（単位：KN/㎡） 

木 造 コンクリートブロック造 構造階数 

基礎形式 平 屋 ２階建 ３階建 平 屋 ２階建 

布 基 礎 30 以上 
30 以上 

（多雪地 50 以上）
50 以上 50 以上

100 以上 

（屋根、床木造の時 50以上）

べた基礎 30 未満 
30 未満 

（多雪地 50 以上）
50 未満 50 未満

100 未満 

（屋根、床木造の時 50未満）

 

 

宅地造成地盤（盛土地盤）の性能目標値は長期許容応力度で規定する。 

長期許容地耐力は戸建て木造住宅２階建て（構造計算が義務ではない建築物（４号建

築物））を念頭に置いた 30（KN／m2）以上とする。 
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②．許容残留沈下 

宅地の許容残留沈下については、「宅地防災マニュアルの解説」を参考とする。 

 

 

土地利用や施設設置条件などにより、残留沈下量の目標値を設定する必要があり、公園・

緑地などで地下埋設物もないような場所では、20cm より大きな残留沈下を許容できる。 

なお、「建築基礎構造設計指針 （社）日本建築学会 昭和 63 年３月」では次表のとおり

許容最大沈下量を定めている。 

表 許容最大沈下量（圧密沈下の場合） 

構造種別 
コンクリート 

ブロック造 
鉄筋コンクリート造 

基礎形式 連続（布）基礎 独立基礎 連続（布）基礎 べた基礎 

標 準 値 ２cm ５cm 10cm 10～（15）cm 

最 大 値 ４cm 10cm 20cm 20～（30）cm 

（ ）は大きい梁せい（梁の高さ）あるいは２重スラブなどで充分剛性が大きい場合 

 

５）対応策について 

①．不良地盤箇所の特定 

計画地内には、地耐力の基準値を満たさない地盤が点在することが想定されるため、これ

らの分布状況を把握する。 

②．圧密沈下の促進 

各所の不良地盤に対して圧密沈下対策を実施する。 

③．土地利用計画への反映 

不良地盤の分布確認により、不良地盤箇所への公園・緑地等の配置を行うなど、土地利用

計画へ反映させる必要がある。 

④．宅地の性能確認 

造成工事終了後、スウェーデンサウンディング試験等により許容応力度の算定を行う。 

⑤．施設・建築物の制限 

許容応力度を満たさない地盤において、施設・建築物の制限（杭基礎等）を加える。 

 

 

 

宅地造成盛土における許容残留沈下量の目安は 20cm 程度とする。 
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４－２ 道路計画 

 １）道路配置 

道路配置については、将来土地利用基本図及び将来土地利用計画図に示すとおりとする。 

なお、計画地内道路のうち、先行的に整備し、長池地区及び青谷地区南部の発生集中交通を

裁く（仮称）北幹線（一部を除く。３）の②の項を参照）と（仮称）南北幹線等を幹線道路と

位置づけ、その他の道路を補助幹線道路とする。 

  ２）計画道路交通量の想定 

本計画では段階的整備を予定しているが、道路交通処理面では、開発地の発生集中交通量を

（仮称）北幹線だけで捌くこととなる 10 年後が最も厳しい条件となる。 

そこで、ここでは、10 年後の長池地区と青谷地区（北部）の土地利用計画に基づき自動車

発生集中量を算出し、これに通過交通を加味して、（仮称）北幹線の道路断面交通量（計画交

通量）を想定することとする。 

   ①．自動車発生集中量の算出 

土地利用別の自動車発生集中量原単位としては、下記のものがある。 

住居系：夜間人口当たり 1.0台／日／人 

工業系：従業人口当たり 2.0台／日／人 

商業系：従業人口当たり 1.5台／日／人 

この原単位を用いて、長池地区と青谷地区（北部）からの自動車発生集中交通量を算出す

ると下記のようになる。 

ａ．長池地区 

ⅰ．住居ゾーン（2.91ha） 

  ・計画戸数＝630 戸 

  ・世帯当たり人員＝2.81人／世帯（平成 17 年国勢調査による城陽市実績値） 

  ・計画人口＝630 戸 2.81 人／世帯＝1,770 人 

・自動車発生集中量＝1,770人 1.0 台／日／人＝1,770 台／日 

ⅱ．工業ゾーン（13.93ha） 

  ・敷地面積＝13.93ha 

  ・敷地面積当たりの従業者数＝70人／ha 

（製造業全業種、平成 15 年京都府値：工業立地原単位調査報告書（H18.3）による） 

  ・計画従業者数＝13.93ha 70 人／ha＝980 人 

  ・自動車発生集中量＝980 人 2.0台／日／人＝1,960 台／日 

ⅲ.福祉ゾーン（1.80ha） 

・住居ゾーンと同等の発生集中量と想定し、面積比より算定する。 

・1,770 台／日 2.91ha 1.80ha＝1,090 台／日 

ⅳ．長池地区合計自動車発生集中量 

・1,770 台／日＋1,960 台／日＋1,090 台／日＝4,820 台／日 
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ｂ．青谷地区（南部） 

ⅰ．流通ゾーン（24.29ha） 

・安全側として、工業ゾーンと同等の発生集中量と想定し、面積比より算定する。 

・1,960 台／日÷13.93ha×24.29ha＝3,420 台／日 

ⅱ．青谷地区（南部）合計自動車発生集中量 

・3,420 台／日 

   ②．（仮称）北幹線の道路断面交通量 

ａ．開発地関連交通 

上記のように、10 年後の開発地からの自動車発生集中量は、長池地区＝4,820 台／日、

青谷地区（南部）＝3,420 台／日と算出された。 

これらの交通が、各地区から（仮称）北幹線の両方向に等分に発生集中すると仮定する

と、道路断面交通量は 4,120 台（＝4,820 台／日÷２＋3,420 台／日÷２＝2,410 台／日

＋1,710 台／日）となる。 

ｂ．通過交通 

（仮称）北幹線はその線形から、国道 307 号⇔府道上狛城陽線（国道 24 号）交通のシ

ョートカットルートとして利用されることが想定される。 

この通過交通量を、下図の①と②の内大きい方の交通量の 1/3 と仮定すると、5,690台

／日となる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：平成 17年道路交通センサス 

図 東部丘陵地周辺の現況交通量（平日） 

 

 

① 17,071 台/24hr 

② 2,260 台/24hr

府道上狛城陽線 

③ 27,376 台/24hr

④ 18,897 台/24hr 

⑤ 27,665 台/24hr

（仮称）北幹線 

R307 

R24 
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ｃ．（仮称）北幹線の道路断面交通量 

上記ａ、ｂより、（仮称）北幹線の 10 年後の断面交通量は、下図のように、9,810 台／

日となる。 

 

 

 

 

 

 

 

図 10 年後の（仮称）北幹線の道路断面交通量 

  ３）道路規格 

   ①．道路区分 

道路の区分については、道路の損する地域、道路の種類から、｢道路構造令｣第３条より、

第４種道路に該当する。 

第４種道路については、道路管理者の区分と計画交通量により下表のように区分される。 

表 道路の区分 

 地 方 部 都 市 部 

高速自動車国道及び自動車専用道路 第１種 第２種 

そ の 他 の 道 路 第３種 第４種 

出 典：道路構造令 

表 第４種道路の区分 

計画交通量(台／日) 10,000 以上
4,000 以上

10,000 未満

500 以上 

4,000 未満
500 未満 

一 般 国 道 第１級 第２級 

都 道 府 県 道 第１級 第２級 第３級 

市 町 村 道 第１級 第２級 第３級 第４級 

出 典：道路構造令 

計画道路は全て市道となる予定であり、計画交通量が最も多い（仮称）北幹線の計画交通

量も 10,000 台未満であることから、基本的には第４種第２級以下に区分されることとなる。 

しかしながら、10 年後時点では中間エリアの砂利採取事業関連交通が別途想定されるこ

と、将来的な中間エリアの土地利用が具体的には確定していないこと、及び、少なくとも幹

線道路については東部丘陵地整備の骨格あるいはシンボルとして高規格な道路とすること

が求められること、この３点から、幹線道路については第４種第１級道路と位置づけること

とする。 

なお、補助幹線道路については、第４種第２級道路とする。 

長池地区

4,820台/日

青谷（北部）

3,420 台/日

・長池関連＝2,410 
・青谷（南部）関連
     ＝1,710 
・通過交通＝5,690 
 

合 計＝9,810 

（仮称）北幹線 至 国道 307 号至 府道上狛城陽線 
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   ②．道路横断構成 

｢道路構造令｣第５条によると、道路区分毎の２車線道路設計基準交通量は下表に示すとお

りである。 

先に述べたように、道路交通量の条件が最

も厳しい 10年後の（仮称）北幹線の計画交通

量も 10,000 台未満であることから、本来は全

路線とも２車線道路で交通処理可能というこ

とになる。 

しかしながら、10 年後時点では中間エリア

の砂利採取事業関連交通が別途想定されるこ

と、将来的な中間エリアの土地利用が具体的

には確定していないこと、及び、（仮称）北幹

線の計画交通量が２車線道路設計基準交通量

に近いことから、将来時点の後追い的な整備

を回避する上で、幹線道路については４車線

道路とする。 

なお、10 年後までに先行的に整備する（仮称）北幹線の線形については、地権者の山砂

利採取継続意向を踏まえて、長池地区東端から（仮称）南北幹線までの区間については、

中間エリアの北側にシフトしているが、将来系の道路形態としては、当該区間の南側の東

西道路が中間エリアの中央部を東西に縦貫する線形となるため、この部分を幹線道路とし、

当該区間の（仮称）北幹線は補助幹線道路とする。 

幹 線 道 路：（仮称）北幹線（長池地区東端から南北幹線までの区間を除く） 

       長池地区東端から南北幹線までの区間の北幹線より１本南側の東西道路 

       (仮称)南北幹線 

補助幹線道路：（仮称）北幹線（長池地区東端から南北幹線までの区間） 

       上記以外の計画道路 

道路横断構成については、自転車歩行車道もしくは歩道の他、歩車分離と景観形成の観点

から植樹帯を設けることとする。なお、停車帯については、各開発敷地において駐車場（車

庫）が用意されることを前提として設けないこととする。 
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表 道路横断構成 

 
幹線道路 

（Ｗ＝26ｍ）

補助幹線道路

（Ｗ＝14ｍ）
備  考 

道 路 の 区 分 第４種第１級 第４種第２級  

車 線 数 ４ ２  

車 線 幅 員 3.25 3.00 各道路区分の標準値 

中 央 分 離 帯 1.00 － 第４種第１級道路の標準値 

路 肩 0.50 0.50 第４種道路の標準値 

自転車歩行車道 4.00 － 歩行者の交通が多い道路の標準値 

歩 道 － 2.00 その他の道路の標準値 

植 樹 帯 1.50 1.50 標準値 

 

   ③．幾何構造 

道路の幾何構造については、｢道路構造令｣に準拠し、下表のとおりとする。 

なお、補助幹線道路の内、青谷地区を南北に縦貫する道路については、地区外接続道路の

路面高と第二名神高速道路のオーバーパスに必要な高さとの関係等で設計速度 40km/hr の

最急縦断勾配の基準を満たすことが難しいため、本計画では設計速度を 30km/hr としている。 

 

表 道路の幾何構造 

 

 
幹線道路 

（Ｗ＝26ｍ） 

補助幹線道路 

（Ｗ＝14ｍ） 
青谷地区の 

南北道路 

備  考

道路区分 第４種第１級 第４種第２級 第４種第２級  

設計速度 

（km/hr）

50 

地形条件より 

特例値を採用 

40 

標準値 

30 

地形条件より 

特例値を採用 

 

100 60 30 標準値 最小曲線

半径（ｍ） （200） （150） （100） （採用値）

６ ７ ８ 規定値 

７ 500ｍ ８ 400ｍ 

８ 400ｍ ９ 300ｍ 

９ 300ｍ 10 200ｍ 

10 － 

特例値 

右欄は 

制限長 

最急 

縦断勾配 

（％） 

（8.37） (181ｍ) （8.69） (116ｍ) （8.48） (420ｍ) （採用値）
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４－３ 雨水排水計画 

計画地に降った雨水については、道路に布設する雨水排水管渠によって、調整池まで導く計画

とする。 

計画雨水量、管渠計画流量については、｢城陽市開発指導要綱｣に準拠し下記のとおりとする。 

  １）計画雨水量の算出 

計画雨水量の算出には下記の合理式を用いる。 

Ｑ＝1/360 Ｃ Ｉ Ａ 

Ｑ：最大計画雨水流出量（m3/s） 

Ｃ：流出係数（0.6） 

Ｉ：流達時間内の降雨強度（mm/hr）：Ｉ＝5,922／（ｔ＋34） 

                10 年確率、63mm/hr 対応 

ｔ：洪水到達時間＝流入時間(ｔ1)＋流下時間（ｔ2） 

ｔ1＝７分、ｔ2＝L／Ｖ 60 

Ｌ：管路延長（m） 

Ｖ：管内流速（m/s） 

Ａ：排水面積（ha） 

２）管渠計画流量の算出 

管渠計画流量の算出には下記のマニング公式を用いる。 

Ｖ＝１／ｎ・Ｒ2/3・Ｉ1/2 

Ｑ＝ＷＡ Ｖ 

Ｖ：流速（m/s）、※下流に行くに従い漸増させる。 

Ｉ：勾配（パーミリ）、※下流に行くに従い緩く設定 

Ｒ：動水半径＝径深：ＷＡ／ＷＰ（m） 

ＷＡ：流水断面積（m2）、※円形管：満流、側溝：９割水深 

ＷＰ：流水潤辺長（m） 

Ｑ：流量（m3/s） 

ｎ：粗度係数 鉄筋コンクリート管渠及び側溝：0.013 
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４－４ 調整池計画 

東部丘陵地整備に伴う雨水流出増対策としては、土地利用、造成計画高、河川流域等を考慮し

た調整池を計画地内に 10 カ所配置し、雨水管渠により集水した雨水を流量調節後、下流河川に

放流することを基本とする。 

１）調整池計画規模 

開発行為に伴う治水対策の関連基準と計画規模は次のとおりであり、関係する基準を包

活的に満足することが必要となる。よって、本計画では、年超過確率 100 年対応の調整池

を計画することとする。 

    ・開発指導 

      年超過確率 50 年を下廻らないこと。 

    ・林地開発 

      年超過確率 30 年を下廻らないこと。 

    ・砂防指定地内行為 

国土保全上重要な河川（直轄砂防実施河川、都市砂防河川）については年超過確率 100

年を下廻らないこと。但し、既往最大雨量を下廻らないこと。 

２）放流先河川と許容放流条件 

東部丘陵地整備計画地からの放流先の河川としては、青谷川、長谷川、今池川、大谷川があ

り、それぞれの流下能力は下表に示すとおりである。 

各地区からの許容放流条件は、放流先河川の現状流下能力の比流量（余裕考慮）の最小値に

基づくこととなる。 

 
表 放流先河川の許容放流条件 

河  川 
最小流下能力 

（  / S） 

流下能力最小比流量 

（  / S / K ㎡） 
備  考 

青谷川 31 4.55  

長谷川 21.31 5.85  

今池川 （15） 
1.42 

（3.06） 

下流河川・古川の 1.42 で

規定 

名木川・大谷川 23.04 3.66 名木川で規定 

※：今池川の（ ）の値 ：今池川の流下能力 

今池川の裸書値   ：古川の流下能力 
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３）必要洪水調節容量の算定 

洪水の規模が年超過確率 100年以下のすべての洪水について、宅地開発後における洪水のピ

－ク流量値を、調整池下流の流下能力の値まで調節するとした場合の調整池の洪水調節容量は、

100 年確率降雨強度式（曲線）を用いて求める次式のＶの値をもって、その必要調節容量とす

ることができる。 

調整池の容量は「簡便法」での算出を行うものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ４）設計堆砂容量 

開発に伴う関係機関と協議調整を行い、本地区の各調整池の設計堆砂量を設定することとす

る。 

本計画では、調整池集水流域の ha 当たり 150  とした。 

  ５）調整池容量 

上記の洪水調節容量、設計堆砂容量に基づき算定して調整池容量は、次頁に示すとおりであ

る。 
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容

量
の

算
定
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  ６）調整池の形状 

調整池の形状については、掘込式を基本とするものの、造成計画高、外縁部の現況地盤高と

の関係で止むを得ない場合には堰堤式も採用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 調整池計画形状 

 

表 各調整池の諸元 
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４－５ 汚水排水計画 

  １）基本方針 

本計画地から既設の公共下水道への接続が困難であると考えられるため、地区内に汚水処理

施設を設ける。この汚水処理施設までは汚水管渠による自然流下を基本とするが、当該地区が

急峻であることから、無駄のないようにポンプ圧送施設を適宜計画する。 

  ２）流量計算 

   ①．計画汚水量の算定 

計画汚水量については、各土地利用ゾーン毎に、下記のとおりとする。 

表 計画汚水量の算定結果 

土地利用区分（ゾーン） ha 当り時間最大汚水量(m3/s/ha) 

工業ゾーン 0.00482 

流通ゾーン 0.00042 

産業系ゾーン・広域交流防災ゾーン 0.00262 

住宅ゾーン（中間エリア）、福祉ゾーン、 

研究・研修ゾーン、 

公園・レクリエーションゾーン 

0.00043 

住宅ゾーン（長池地区） 0.00174 

   注：算定過程については、次頁を参照されたい。 

 

   ②．管渠計画流量の算定 

管渠計画流量の算出には下記のマニング公式を用いる。 

Ｖ＝１／ｎ・Ｒ2/3・Ｉ1/2 

Ｑ＝ＷＡ Ｖ 

Ｖ：流速（m/s）：※下流に行くに従い漸増させる（V=0.6～3.0 (m/sec)） 

Ｉ：勾配（パーミリ）：※下流に行くに従い緩く設定 

Ｒ：動水半径＝径深＝ＷＡ／ＷＰ（m） 

ＷＡ：流水断面積（m2）、円形管：満流（但し、管径 600 までは、100％の余裕を持

たせる。） 

ＷＰ：流水潤辺長（m） 

Ｑ：流量（m3/s） 

ｎ：粗度係数 0.010：※使用管種：下水道用硬質塩化ビニル管（φ200～φ600） 

  ３）管渠計画条件 

・ 管渠の種類は下水道用硬質塩化ビニル管とする。 

・ 粗度係数は 0.010 とする。 

・ 管渠の流速は最小を 0.60m/sec、最大を 3.00m/sec とする。 

・ 断面の余裕率として、管径 200～600mm では 100％の余裕を確保する。 

・ 管渠の最小口径は 200mm とする。
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４－６ 上水道計画 

計画地内に上水道（工業用水道）管の布設等上水道（工業用水道）施設の整備を行う必要があ

る。なお、水源については、現況の上水道の供給計画等との調整を行う必要があり、現時点では

明確でないため、本計画では用途（ゾーン）別の必要給水量の算定のみに留めることとする。 

なお、概算事業費算定上は、幹線道路、補助幹線道路の歩道下（両側）にφ200 の鋳鉄管を敷

設することを見込むこととする。 

 

表 用途（ゾーン）別の必要給水量の算定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４－７ その他の供給処理施設計画 

  １）廃棄物処理 

居住者、および各施設からの廃棄物については、その発生抑制対策および廃棄物リサイクル

対策を講ずるとともに、必要な処理施設の設置を行う必要がある。 

また、工業ゾーン等においては、ゾーン（敷地）内で発生する廃棄物の中間的な処理のため

の廃棄物処理施設の設置を進出企業に対して指導・誘導することとする。 

  ２）ガス、電力、通信等 

その他の供給施設としてガス、電力、通信等の導入が必要である。これらは、キャブシステ

ムなどの地下埋設施設の設置を行うことが望ましい。 

なお、これらの供給施設の当該エリアにおける現状としては、東部丘陵地整備計画の将来土

地利用に対応し得る供給能力を有していないことから、各企業者との充分な協議・調整が必要

となる。 
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４－８ 公園緑地計画 

計画地の公園緑地計画における配置、規模については、以下の方針と条件とする。 

○ 各ゾーンの開発整備に当たっては、都市計画法、土地区画整理法、林地開発許可基準、工

場立地法等の法令に基づき、公園・緑地の保全に努める。 

○ 都市公園、造成森林、河川、調整池、緑地が有機的に結ばれた、緑のネットワークを形成

する。 

○ 中間ゾーンにおいては、外縁部にレクリエーションゾーンを配置し、内部の宅地に対する

緩衝機能とする。 

○ 公園合計面積が開発区域面積の 3％以上（土地区画整理事業における技術基準）となるよ

う、各地区（長池、青谷（南部）、青谷（北部）等の各地区）に確保するものとする。本

計画では、各地区毎に必要規模の面積相当規模の公園を１箇所ずつ配置しているが、具体

の事業化（実施設計）段階では、誘致距離を考慮して、各地区内に街区公園や近隣公園を

適宜配置する必要がある。 

○ 林地開発許可基準に適合するよう、外縁部に概ね幅 30ｍの造成森林を配置するとともに、

１区域が 20ha 以下となるような位置に概ね幅 30ｍの造成森林を配置する。 
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５．概算事業費の算出 

｢４．基盤整備計画の見直し｣に基づき算定した概算事業費は以下に示すとおりとなる。 

 

表 東部丘陵地整備計画の概算事業費 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお、概算事業費算出にあたっては、以下に示す条件で行った。 

① 造成工事 

・ 切盛土工については地区内のみを計上している。 

・ 搬入する土の材料費は見込んでいない。 

・ 法面整形を見込み、平坦部の二次整地を見込んでいる。 

② 道路工事 

・ 植栽帯等の付属施設を見込んでいる。 

・ 路床改良は見込んでいない。 

・ 道路排水施設として側溝を見込んでいる。 

③ 雨水排水工事 

・ 鉄筋コンクリート管渠とし、基礎形状は 90 度巻きとして算出した。 

・ 仮設土留め工を見込んでいる。 

④ 調整池工事 

・ 堀込み式調整池として算出した。 

⑤ 汚水排水工事 

・ 下水道用高質塩化ビニル管で算出した。 

・ 仮設土留め工を見込んでいる。 

・ 汚水処理場を見込んでいる。 
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⑥ 上水道工事 

・ 幹線道路、補助幹線道路の歩道の両側にφ200 の鋳鉄管を埋設するものとして算出した。 

⑦ 公園・緑地工事 

・ 面積当たりの単価で算出した。 

⑧ 諸経費等 

・ 直接工事費の約 50％として算出した。 

⑨ 今後必要となる工事 

・ 電気、ガス、電話の埋設物或いは電柱等の工事費が必要となる場合がある。 

・ 各種企業者との協議が必要となる。 

・ ＣＣＢｏｘ等の検討が必要となる。 
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６．整備シナリオ（基本的な考え方・手順）の検討 
東部丘陵地の現状から将来土地利用基本図に至る整備シナリオを次のように想定する。 

 

①．山砂利採取関連事業の終了した区域から、順次、埋戻し事業を計画的に実施する。 

②．埋戻し事業により概ね計画高まで盛土された区域を中心として、先行整備地区の範囲で面的

基盤整備が可能となるよう、地権者間での調整を図るなど、面的基盤整備の具体化に向けての

調整を進める。 

  ※：地権者間の調整：先行整備地区内の山砂利採取関連事業継続希望者の取り扱い等。 

この調整期間の間、埋戻し事業により概ね計画高まで盛土された区域から、「山砂利跡地対

策の基本方針」に基づき、各地権者で暫定利用を図る。暫定利用を行わない場合は、暫定森

林を創り出し、従前の森林に戻す。 

③．地権者間の調整が整った後、基盤整備事業に着手し、基盤整備後、将来土地利用を誘導する。

（長池地区と青谷地区南部について 10年後を、青谷地区北部について 20 年後を目途） 

各地権者の暫定利用、暫定森林、基盤整備と新たな土地利用により、東部丘陵地の山砂利

採取跡地の転換を図ることが可能となる。 

④．中間エリアにおいては、（仮称）北幹線及び（仮称）南北幹線の整備に向け、用地創出のた

め、地権者間での調整を図る。（（仮称）北幹線については早急に、（仮称）南北幹線について

は 10 年後以降に調整に着手する。） 

⑤．上記の調整後、（仮称）北幹線用地部及び（仮称）南北幹線用地部に対して埋戻し事業を優

先的に行い、道路用地として行政に提供する。 

⑥．提供用地により、行政側で（仮称）北幹線及び（仮称）南北幹線の整備を行う。（（仮称）北

幹線 10 年後完成、（仮称）南北幹線 20年後完成を目途） 

⑦．中間エリアでは、（仮称）北幹線沿道及び（仮称）南北幹線沿道において各地権者にて暫定

利用を進めつつ、暫定利用地周辺の山砂利採取関連事業の終了を待つ。 

⑧．20 年後以降、山砂利採取関連事業が終了し、埋戻し事業により概ね計画高まで盛土された

区域から、将来土地利用実現に向けた基盤整備の事業化を具体的に検討する。 

⑨．地権者の合意が得られた範囲において基盤整備の事業区域を設定して、基盤整備事業に着手

し、将来土地利用を誘導する。最終的に、中間エリア全体で基盤整備事業と将来土地利用を誘

導し、東部丘陵地全体での将来土地利用基本図の実現を目指す。 
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７．事業化方策の検討 
東部丘陵地整備計画の実現に向けては、基盤整備の前提となる地盤高を得るために、｢埋戻し事

業の計画的実施｣が必要となるとともに、埋戻し事業完了後～基盤整備着手時までの期間において、

各地権者の経営基盤を維持していくための｢暫定利用の推進｣もなされなければならない。 

また、基盤整備事業としては、各地権者間の調整に基づく｢面的整備の計画的実施｣と｢（仮称）

北幹線・南北幹線の先行的整備｣が必要となる。 

さらに、基盤整備後の円滑な土地利用の展開に向けては、将来土地利用計画に基づく｢戦略的な

企業誘致方法の模索｣も求められる。 

このように、東部丘陵地整備計画の実現には、多種多様な取り組みが必要であり、かつ、長期に

亘る一貫した取り組みが不可欠となる。当該計画の推進・実現は、各地権者の新たな土地利用のた

めだけにその必要性がある訳ではなく、環境回復面・防災面及び地域振興の観点から、市民の要請

に応える役割をもつ行政サイドとしても取り組むべきものである。 

したがって、官民が協力し、東部丘陵地の最終的な姿を見据えながら、事業化に向けた各種調整

や各種事業の計画的誘導・推進、さらには、望ましい企業誘致に向けた戦略的取り組み等々を担う

｢事業全体のマネージメント機能を果たす主体の構築｣が肝要と思われる。 

 

なお、事業化方策のコンセプト（基本姿勢）は、次のとおりとする。 

 

・各地権者間の受益と負担の公平性の確保 

・地権者・行政の役割分担の明確化 

・地権者による応分の負担と行政による適正な支援 

 

 

７－１ 埋戻し事業の計画的実施 

昭和 61 年に東部丘陵地の山砂利採取跡地に係る修復整備基本計画が策定され、その事業主体

となる第三セクターである 城陽山砂利採取地整備公社が平成元年３月に、京都府、城陽市、近

畿砂利協同組合の三者の出資で設立された。 

東部丘陵地では、現在のところ 13 社が山砂利採取等の事業を展開している一方で、 城陽山

砂利採取地整備公社において、埋戻し整備が行われている。 

  １）埋戻し事業の概要 

建設発生土（公共、民間とも）を 城陽山砂利採取地整備公社で取扱い、埋戻し計画を一括

して管理・実施を行っている。搬入された建設発生土については、 城陽山砂利採取地整備公

社の埋戻し計画に則し、各事業者が整備公社の受託事業として埋戻しを行っている。 

２）埋戻しの状況 

 城陽山砂利採取地整備公社設立当初、平成元年度から 15 年間で 10ｔダンプ 100 万台（700

万 ）を計画目標として修復整備事業を行ってきたが、公社設立 15 年を迎え、当初の計画年
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次が終了することから、平成 15 年度に 城陽山砂利採取地整備公社において、地盤高調査を

行い、その調査結果を基に、今後の東部丘陵地利用計画高までの埋戻し整備に必要な土量、

1,458 万 を算出し、平成 16年度からの年間埋戻し土量の基本量を、埋戻し実績量から 96,000

台（530,000  ）とする新しい計画を策定した。 

以上より、東部丘陵地利用計画高までの総埋戻し土量に必要な期間は平成 16 年度より約 28

年間となり、26年後の平成 43 年度に、東部丘陵地全体の利用計画高までの埋戻しが完了する

ことが想定される。 

３）計画的な埋戻しの推進に向けて 

先行整備地区及び（仮称）北幹線・南北幹線の早期整備を可能にするため、計画地盤高の確

保の早期化をめざして、当該地区・用地に先行して建設発生土の搬入を行えるシステムを確立

していく必要がある。 

また、本計画においては、基盤整備事業の事業費抑制・成立性の向上を図る観点から、盛土

等の粗造成は埋戻し事業により実施する考えとする。 

このため、企業誘致上、用地という商品の品質確保の上で、｢土壌の汚染に係る環境基準に

ついて（平成３年８月 23 日付け環境庁告示第 46 号）｣に定める環境基準に適合した建設発生

土による埋戻しはもとより、安定地盤を確保し得る工法で盛土を進めることも重要な要件とな

る。 

 

 ７－２ （仮称）北幹線等の先行的整備の方策 

（仮称）北幹線及び（仮称）南北幹線の整備については、地権者による用地の市への無償提供、

市による市道としての整備を原則とする。 

道路の位置については、先行整備地区内（長池地区・青谷地区）に関しては面的整備事業との

同時施工を予定するため問題ないと考えるが、中間エリア内においては面的整備に先行して整備

を行うため、本計画の将来土地利用基本図に示す線形を基本としつつ、各地権者の山砂利採取関

連事業に影響を及ぼさない（影響が少ない）よう地権者間で調整し確定する必要がある。 

道路の位置の確定後、用地の市への提供を行うものとするが、（仮称）北幹線及び（仮称）南

北幹線の用地に係る面積の大小により各地権者の負担に差異を生じさせないため、各地権者の用

地の現時点での評価割合により等分の負担となるよう、換地的手法を用いて、幹線道路用地提供

後の新しい所有地界を確定させることとする。（この新しい所有地界が、その後の面的整備時に

おける各地権者の現所有地となる。） 

市では、提供された用地により、市道としての整備を行う。 

なお、上記のような調整による道路用地及び各地権者の新しい所有地の将来的な担保について

は、不動産登記により確保するものとするが、その際に発生する登録免許税や土地取引に係る不

動産取得税、法人税、法人事業税、法人住民税の取り扱いが課題として残る。 

また、中間エリアにおいて、（仮称）北幹線等を先行的に整備することの地権者側のメリット

としては下記の点が挙げられるが、（仮称）北幹線等に直接接道しない地権者にとってのメリッ
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トが必ずしも大きくないことも課題である。 

≪中間エリアにおける（仮称）北幹線等の先行的整備の地権者にとってのメリット≫ 

・用地の無償提供と公共減歩とは基本的に同じである。但し、区画整理の公共減歩では、従

前の資産価値が担保される点が違う。この違いを緩和するためには暫定利用の促進が不可

欠となるが、これらの道路整備により暫定利用の可能性は高まると言える。現行の暫定利

用基準が厳しいとの指摘があるため、７－４にて後述するように、暫定利用の利用種目や

利用者に関する基準の緩和も必要と考える。 

・山砂利採取関連事業を継続する地権者にとっても、運搬の効率化が図られる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 （仮称）北幹線、（仮称）南北幹線の整備の流れ 

 

 ７－３ 面的整備方策 

平成 8年度東部丘陵地利用計画では、事業手法として全体一括での土地区画整理事業を予定し

ていた。 

しかしながら、10 年後、20 年後、将来という段階的整備を前提として、先行的整備地区（長

池地区、青谷地区）を設定し、その他の地区でも暫定利用を行いながら、将来計画実現をめざす

という本計画においては、東部丘陵地で一括した土地区画整理事業を始めとする開発事業の展開

は不可能となる。 

現計画 

長池地区内の線形 中間エリア内の線形 青谷地区内の線形 

地権者間の調整による道路の位置の確定

換地的手法による 
新所有地界の確定 

（用地提供負担の平等化） 

北幹線・南北幹線用地の提供

北幹線・南北幹線用地内への 
埋戻し事業の優先的実施 

市道としての北幹線・南北幹線の整備 
長池地区・青谷地区：面的整備と同時施工 

中間エリア：先行的施工

≪中間エリア≫ 
面的整備事業 
の具体化
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このため、（仮称）北幹線及び（仮称）南北幹線の先行的整備を前提として、次のような方針

で、事業化を図っていくものとする。 

① （仮称）北幹線及び（仮称）南北幹線を骨格として、本計画に準じた地域開発、土地利用

転換に対して、地権者の合意が得られた範囲において事業区域を設定し（先行整備地区につ

いては本計画での提案範囲を原則とする）、事業化を図っていく（幹線道路用地提供後の新

しい所有地界を前提に事業化を検討）。 

中間エリアについては、各地権者の山砂利採取関連事業に対する意向に基づき具体的な事

業区域を今後詰めて設定していくこととする。最終的には、複数の事業区域で中間エリア全

体をカバーし、将来土地利用基本図の実現を図る。（条件が整えば、中間エリア全体の一括

事業も想定される。） 

②．事業手法については、一般的に、開発行為と土地区画整理事業が想定されるが、下記の点

から、組合施行の土地区画整理事業が現実的と考える。 

表 面的基盤整備の事業手法の比較 

 手法の概要 評  価 
開発行為：市街化調整区域における開発規制が強化される方向の中、市街化区域編入に向

けては、事業手法として土地区画整理事業に劣る。（下記※１参照） 
自開発 地権者自らが新しい

事業を展開するか、土
地利用者（定期借地、
土地処分等）を探し、
収益をあげる。 

・土地利用者（定期借地等）を探す必要があ
る。 

・事業費の償還に長い期間を要する。（定借
の場合） 

・計画に即した開発が担保されるか不透明
（処分の場合） 

△ 

△ 

土地処分⇒進
出者による開
発 

地権者は土地を処分
し、土地取得者が開発
行為を行う。 

・土地を取得して開発を含めて事業展開する
進出者を探す必要がある。 

・現地権者に土地の権利が残らない。 
・計画に即した開発が担保されるか不透明 

  
土地区画整理事業：受益と負担の地権者間のバランスを確保することが可能（下記※２参
照） 

市施行 市が公共事業として
事業を実施する。 

・地権者の新たな土地利用展開を可能とする
ための基盤整備という側面が強いため、市
が主体となって施行する根拠に乏しい（市
施行は馴染みにくい）。 

△ 

○ 

組合施行 地権者が組合を設立
し、事業を実施する。

・現地権者に土地の権利が残る。 
・保留地処分金により事業費の償還が確保さ
れる仕組みである。 

○ 
※１：今後、市街化調整区域における開発規制が強化される方向にあり、市街化区域編入

に向けては、土地区画整理事業の方が有利と考えられる。 
※２：土地区画整理事業であれば、土地所有面積（評価）に応じて一律の減歩が行われ、

また、将来用途別の用地も土地評価割合で持ち合うことができ、所有地の将来土地
利用用途の違いにより地権者間で受益と負担の差異が生じることはない。 

 
※：丘陵部の土地区画整理事業においては、事業成立には保留地減歩が強減歩となる傾向に

あり、これが要因となって、事業のコンセンサスが得られなくこともあるが、本計画に

おいては、粗造成を埋戻し事業に委ねる、（仮称）北幹線及び（仮称）南北幹線の整備
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も市道整備として実施する、ことにより事業費が抑制され、保留地減歩が緩和される計

画にしている。 

 

なお、先行整備地区においては、事業化時点では山砂利採取関連事業の継続を希望する地

権者も想定されるが、これについては、段階土地区画整理事業の考え方を導入し、当面、事

業継続希望者の換地を施行区域内の一団の地区にまとめ、当該地区内の公共施設等の整備は、

換地処分後に行い、最終的には先行整備地区全体の基盤整備が土地区画整理事業の中で完了

するスキームを目指すこととする。 

土地区画整理事業の中での換地であれば、土地取引に係る税金問題が発生せず、かつ、移

転補償、営業補償もなされることとなる。 

③ 上記による先行整備地区のまちづくりが進められ、良好な市街地形成、地権者による新た

な事業展開もしくは土地処分が実現することにより、中間エリアでの事業化の機運が高まる

ことを期待する。 

④ なお、先行的に整備される（仮称）北幹線及び（仮称）南北幹線沿道においては、事業化

の合意形成を目指しつつ、各地権者にて暫定的に、森林・緑地・農地・スポーツ施設等とし

て活用を図っていくこととする。 

 

７－４ 暫定利用方策 

本計画に基づく基盤整備と地権者による新しい土地利用が達成されるまでの期間における、地

権者の安定的な経営基盤の確保、防災・環境面への対応として、暫定利用の促進は必要不可欠な

取り組み事項である。 

ここでは、現行の暫定利用方針を概観した上で、暫定利用促進に向けた提案を行うこととする。 

  １）現行の暫定利用方針 

「山砂利跡地対策の基本方針」（平成 15 年 6 月 城陽市）での暫定利用方針は以下のとおり

である。 

・利用計画に支障を与えないことを前提として、現在の暫定利用基準（平成２年５月：次頁参

照）の見直しを行うこととし、山砂利採取跡地の短･中期の土地利用の活性化を図る。 

・その際には、下記に十分留意して、京都府、整備公社、近畿砂利協同組合とも協議のうえ進

めていく。 

 ア 現行の法制度の中で利用ができるもの 

 イ 防災機能及び緑化が促進されるものであること 

 ウ 埋戻しによる修復整備ができている場所を原則として、土地利用計画地盤高を超えた

造成を伴わないこと 
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「暫定利用基準」（平成 2年 5月 山砂利対策推進行政連絡会） 

ａ．都市計画法、建築基準法等関係法令に適合するものであること 

ｂ．修復整備基本計画等山砂利採取地に関する計画に整合し、修復整備事業に支障がないこと 

ｃ．修復整備事業や跡地利用計画等に支障が生じた場合は､利用中止による施設撤去が可能で

あり、利用中止及び施設撤去の確約書が提出されているもの 

ｄ．利用面積が必要最小限で､恒久的土地利用計画までに償却可能な程度の資金投資の暫定利

用であること 

ｅ．現行の利用種目（鉱物資源の有効利用上必要な第 1 種特定工作物である生コンプラント、

ブロック製造等。野球グラウンド、サッカー、テニス等のコート）に準じる利用であるこ

と 

ｆ．近畿砂利協同組合の組合員による直接利用であること 

 

 

  ２）暫定利用促進に向けた提案 

暫定利用の促進に向けては、上記の現行暫定利用基準の内、ｅとｆについて見直すことが必

要と考える。 

まず、ｅは利用種目を限定しているものであるが、市街化調整区域で行うことができる可能

性のある開発行為は次頁のように他にもあり、｢第二種工作物｣や｢その他｣については、現行暫

定利用基準のａ～ｄが確保されれば、暫定利用の種目として受け入れても支障がないと想定さ

れ、これにより暫定利用が促進されることが期待できる。 

一方、ｆは「組合員による直接利用」を規定したものであるが、定期借地等による第三者の

暫定利用を認めていくことでも暫定利用が促進されるものと考える。 

なお、暫定利用とは異なる臨時的な活用方策としては、映画のロケ地として使用料を徴収す

ることも考えられる。 

（「山砂利跡地対策の基本方針」平成 15 年 6 月 城陽市 より）
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 ７－５ 企業誘致方策 

本計画では、面的整備方策として土地区画整理事業を前提としており、下記の理由から、企業

誘致については、行政側の支援の大きな柱として早急に取り組むべき課題と言える。 

・事業後に各地権者用地への企業誘致がなされなければ、地権者の新たな土地利用は達成さ

れない。 

・そもそも保留地が処分できなければ事業が成立しない。 

ここでは、先行整備地区の主要な土地利用（導入機能）である産業系機能に焦点を絞り、企業

誘致方策について提案していくこととする。 

企業誘致による地域活性化の成功事例においては、企業誘致のための基盤・インフラの整備の

みならず、企業誘致活動そのものや産学官協働体制の構築、人材育成等、ソフト的施策について

も行政の働きかけが重要な要素となっており、東部丘陵地のまちづくりの過程において留意すべ

き事項と考える。 

特に、企業誘致活動においては、城陽市に進出することにより企業側にどのようなメリットが

生まれるかを熱意をもって訴えていくことが肝要であり、城陽市の特長・将来計画・企業用地等
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の情報を積極的に発信することが求められる。この際、情報発信だけにとどまらないよう、フェ

イス・トゥ・フェイスの働きかけも重要となり、担当専門部署の設置も考慮すべきと思われる。 

※：城陽市・東部丘陵地の特長 

  ・近隣に大学等が点在し、優秀な人材を確保しやすい 

  ・広域交通道路網への接近性が高い（高くなる） 

  ・サンガタウンとしての知名度を企業が営業活動等に活用できる 

  ・自然が豊かである 

また、企業の進出・設備投資に対する市独自の優遇措置についても検討する必要があるととも

に、企業側のニーズへのきめ細かな対応として､二次造成におけるオーダーメイド方式の導入が

不可欠となろう。 

なお、城陽市の特産や地場産業との関連では、下記のような企業誘致に繋がる施策の展開も考

えられる。 

・梅を活用した加工品の開発に産学官一体となって取り組むなどし､関連企業とのパイプを太

くしていく。 

   ・地場産業の金銀糸関連企業のフォローアップに取り組み、新たな設備投資時の誘致を促す。 

   ・福祉関連施設が集積する街として、バリアフリー製品、リハビリ器具を取り扱う企業との積

極的な交流 

 

 ７－６ 事業全体のマネージメント機能を果たす主体の構築 

以上に示した本計画の目的実現に向けて必要となる施策の役割分担を整理すると下表のよう

になる。 

表 東部丘陵地整備計画実現に向けた役割分担 
地権者 行 政  

地権者 整備公社 城陽市 京都府 国 

埋戻し事業 ● ●    

北幹線・南北幹
線の先行的整備

● 
用地提供 

△ 
先行的 
埋戻し 

● 
整備 

 
（△） 

（補助金） 

面的整備 
（区画整理） 

● 

 △ 
事業計画作成
支援 
公共施設管理
者負担金の供
出 

  

暫定利用 ● 
 △ 

利用基準の見
直し 

△ 
開発行為手続
きの迅速化 

 

企業誘致 
△ 

企業誘致活動
への参画 

 

● ● 

△ 
企業誘致活動
へのアドバイ
ス 

    ●：主たる組織、△：支援組織 
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上記のように、地権者側も行政側も様々な役割や支援・参画を果たすことが求められ、長期に

亘って一貫した取り組みが必要となる。 

したがって、事業全体を最終目的に向けてマネージメントする主体を構築し、計画的・効率的・

効果的に各施策を推進・誘導していく必要がある。 

このマネージメント主体については、下記のように提案する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 東部丘陵地整備のマネージメント機能を果たす主体の構築イメージ 

 

 

 

 

アドバイザー

地権者 城陽市 

京都府 

東部丘陵地利用促進プロジェクトチーム 

・法律専門家（弁護士）･･地権者間調整等 

・不動産鑑定士･･････････土地評価 

・補償コンサルタント････建物評価 

・土地家屋調査士････････土地登記 

・商業コンサルタント････企業誘致 

・広告代理店････････････暫定利用 

ディベロッパー ＋ 建設コンサルタント 

学識経験者 

国 

マネージメント業務契約 

必要に応じ、プロジェクトチーム

の承認のもと起用 
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８．整備プログラムの策定 

 ８－１ 期別の整備個所・整備内容・概算事業費 

ここで、期別の整備個所・整備内容を再度整理すると下表のようになる。 

 

表 期別の整備個所・整備内容 

 長池地区 中間エリア 青谷地区（南部） 青谷地区（北部） 

1 0 年以内 ○面的整備 

・土地区画整理事業 

○（仮称）北幹線 

・地権者による用地

提供 

・市による市道とし

ての整備 

○（仮称）北幹線 

・地権者による用地

提供 

・市による市道とし

ての整備 

○面的整備 

・土地区画整理事業 

(ＩＣ直近部を除く) 

○（仮称）北幹線 

・地権者による用地

提供 

・市による市道とし

ての整備 

 

2 0 年以内  ○(仮称)南北幹線 

・地権者による用地

提供 

・市による市道とし

ての整備 

○面的整備 

・土地区画整理事業 

(ＩＣ直近部) 

○面的整備 

・土地区画整理事業 

20 年後以降  ○面的整備   

 

上記の地区別・期別の概算事業費を次頁に示す。 
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表 地区別・期別の概算事業費 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70



 ８－２ 先行整備地区における土地区画整理事業の実現性の検証 

先行整備地区の面的整備については土地区画整理事業を位置付けているため、その実現性（成

立性）について検証する。 

ここでの検証は、事業費の全てを保留地処分金で賄うこととした場合に、減歩率や保留地割合

から事業の実施が現実的かという観点で行うこととする。 

なお、ここでの検証では公共施設管理者負担金を考慮しない。 

  １）検討ケース 

現時点では不動産鑑定等のデータがないことから、従前・従後の価格については下記のケー

スを想定した。 

表 検討ケース 

 
 

従前平均評価 

（円／㎡）ａ 

従後平均評価 

（円／㎡）ｂ 保留地処分金 

増進率 

ｃ＝ｂ／ａ 

A 10,000 20,000 18,000 2.00 

B 10,000 25,000 23,000 2.50 

ケ
ー
ス
① C 10,000 30,000 27,000 3.00 

A 15,000 30,000 27,000 2.00 

B 15,000 37,500 34,000 2.50 

ケ
ー
ス
② C 15,000 45,000 41,000 3.00 

A 20,000 40,000 36,000 2.00 

B 20,000 50,000 45,000 2.50 

ケ
ー
ス
③ 

C 20,000 60,000 54,000 3.00 
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２）検討エリア（地区） 

エリアは下図に示すとおりとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 土地区画整理事業の検討エリア 

 

また、各エリアの土地利用面積は下表に示すとおりである。 

 

表 土地利用面積表（長池地区） 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

長池 

青谷(北部) 

青谷(南部) 
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表 土地利用面積表（青谷地区（南部））：地区内（但しＩＣ直近部（4.52ha）を除く） 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 土地利用面積表（青谷地区（南部））：地区内（但しＩＣ直近部（4.52ha）を除く）＋地区外 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 土地利用面積表（青谷地区（北部）） 
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３）概算事業費内訳 

概算事業費のエリア別の種別毎の事業費は下表に示すとおりである。 

表 土地区画整理事業の事業費内訳 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  ４）検討結果 

前記の各ケースにおける土地区画整理事業の減歩率・保留地割合等を算定すると、下表のよ

うになる。 

表 各ケースにおける土地区画整理事業の減歩率・保留地割合等 
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以上の結果から当該地区での特徴は以下のとおりである。 

◆合算減歩率 

合算減歩率が 100％を超える場合は、事業として成立しないことを意味している。 

◆保留地割合 

保留地割合とは、土地区画整理事業によって増進した部分を“保留地として取り得る最

大地積”として、この内“保留地として処分する地積”の割合を言う。この割合が 100％

を超えると各宅地の評価が下がるため、事業の成立は見込めない（地権者の同意が得られ

ない）。 

◆検討結果 

上記２点から、各地区において、ケース①では概ね事業が成り立たないと言える。 

今回の試算結果では、各地区において、下記のケースであれば土地区画整理事業として

の成立性があると言える。 

・長池地区：ケース②－Ｃ或いはケース③－Ｂ，－Ｃ 

・青谷地区（南部）：ケース③－Ｃ 

・青谷地区（北部）：ケース③－Ｃ 
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９．アクションプランの立案 
長池地区と青谷地区の第二名神高速道路以南の整備（開発）と（仮称）北幹線の全線整備につい

ては、10 年以内の事業完了を目指しており、今から事業化の実現に向けて計画的に行動を起こし

ていく必要がある。 

そこで、その実現に向けて、どの時点までに、誰が、何を行うべきかをアクションプランとして、

明らかにしておくこととする。 

 

表 10 年後に向けたアクションプラン 
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10．今後の課題の整理 

本東部丘陵地整備計画においては、東部丘陵地全体の環境回復、防災対策、新たな土地利用展開

に向けて､段階的な整備シナリオと土地利用の基本的方向性を明らかにすることを目的としたもの

であり、先行整備地区や（仮称）北幹線の整備に関しては、スムーズな全体整備に向けて計画推進

上望ましい開発形態を示している部分もある。東部丘陵地全体の方向性（総論）については地権者

と協議しつつ検討を進めてきたが、個々の事業の事業化に向けては個別地権者の事業意向との詳細

な調整が必要となる。 

また、土地利用に関しても、現時点で見通せる範囲で用地需要等を把握して設定しているが、時

代の流れに応じて柔軟に見直していくことも必要となる。 

このような観点から今後の課題を整理すると、下記のようになる。 

 ①．先行整備地区等の事業区域の調整 

先行整備地区（特に 10 年後新土地利用展開地区）や（仮称）北幹線の事業区域については、

基本的に、本整備計画での範囲や線形を原則としていくものの、地権者意向として山砂利採取関

連事業継続希望者の用地の取り扱い（一団の地区に集約換地等）に関して、今後個別に協議調整

し確定させる必要がある。 

 ②．（仮称）北幹線等用地創出に伴う地権者の所有地調整に係る課題 

中間エリアにおいては、（仮称）北幹線と（仮称）南北幹線の整備を先行的に整備することと

している。その整備方法は、地権者からの用地提供⇒行政での市道整備としており、用地提供に

際しての各地権者の負担に差異を生じさせないため、各地権者の用地の現時点での評価割合によ

り応分の負担となるよう、換地的手法を用いて、用地提供後の新しい所有地界を確定させること

としている。（この新しい所有地界が、その後の面的整備時における各地権者の現所有地となる。） 

この手法においては、このような所有地調整の将来的な長期に亘る担保については、不動産登

記により確保するものとするが、土地取引に伴い発生する税金をどのように取り扱うかが大きな

課題であり、今後、研究を深める必要がある。 

また、（仮称）北幹線等に直接接道しない地権者からも応分の負担を求めることについても、

如何にコンセンサスを形成していくかが課題として残る。 

 ③．柔軟な土地利用の見直し 

土地利用に関しても、現時点で見通せる範囲で用地需要等を把握して設定しているが、東部丘

陵地全体の整備が完了するまでには長期間を要することから、時代の流れに応じて柔軟に見直し

ていくことも必要と考える。（特に中間エリア） 

 ④．保安林指定解除 

東部丘陵地の砂利採取ゾーン中には約 90ha の保安林区域が残されている。本計画の東部丘陵

地整備計画の開発を推進する上で、保安林指定解除は必要不可欠な要件であり、段階的整備計画

に合わせて具体的に取り組む必要がある。 
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 ⑤．里道（赤道・赤線）、水路（青線）の整理・取り扱い 

④と同様に、砂利採取ゾーン中には里道・水路が残されており、これらについては市の所有地

となっている。機能を果たしているものについては、開発にあたりその代替機能を確保する必要

がある一方で、実態としてその機能が果たされていないものも多い。これらについては、その実

態を詳細に調査し、山砂利採取関連事業及び当該開発における取り扱いについて明確にしておく

必要がある。 
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≪参考≫ 東部丘陵地整備計画検討委員会委員名簿 
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